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令和4年4月号 令和4年4月号
3233

勤
労
者
住
宅
資
金
貸
付
制
度
を

ご
活
用
く
だ
さ
い
！

対
①
～
⑤
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
方

　

 

①
町
内
に
居
住
し
て
い
る
、ま
た
は
居
住
し

よ
う
と
す
る
方
、②
同
一
事
業
所
に
2
年
以

上
引
き
続
き
勤
務
し
て
い
る
方
、③
20
歳
以

上
55
歳
以
下
の
方
、④
返
済
し
な
が
ら
生
活

に
支
障
の
な
い
方
、⑤
町
税
等
の
滞
納
が
な

い
方

資�

金
の
用
途
／
申
込
者
が
町
内
に
居
住
す
る
た

め
の
住
宅
の
新
築
･
増
改
築
･
購
入（
中
古

住
宅
･
マ
ン
シ
ョ
ン
を
含
む
）、借
地
買
い
取

り
を
す
る
た
め
の
資
金
に
限
り
ま
す
。

申 

利
用
者
本
人
ま
た
は
ご
家
族
が
、商
工
観
光

課
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。そ
の
後
、資
格
決

定
に
つ
い
て
通
知
し
ま
す
の
で
、通
知
後
3

カ
月
以
内
に
ご
自
身
で
金
融
機
関（
中
央
労

働
金
庫
深
谷
支
店
）に
て
借
り
入
れ
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

中
央
労
働
金
庫
で
の
審
査
の
結
果
、ご
希
望

に
添
え
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
ご
了
承

く
だ
さ
い
。

貸
付
の
条
件

貸�

付
金
額
／
1
0
0
0
万
円
以
内（
無
担
保
は

5
0
0
万
円
以
内
）

貸
付
利
率
／
変
動
金
利（
無
担
保
は
固
定
）

※ 

金
利
情
勢
に
よ
り
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。変
更
と
な
っ
た
場
合
、借
入
時
点
の
金

利
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

貸�

付
期
間
／
25
年
以
内（
無
担
保
は
10
年
以
内
）

償�

還
方
法
／
元
利
均
等
月
賦
返
済（
ボ
ー
ナ
ス

併
用
返
済
、繰
上
償
還
可
）

担�

保
／
資
金
の
用
途
と
な
っ
た
対
象
物
件
に
中

央
労
働
金
庫
の
第
1
位
順
位
の
抵
当
権
を
設

定
し
ま
す
。

保�

証
／（
一
社
）日
本
労
働
者
信
用
基
金
協
会
の

保
証
が
必
要
と
な
り
、金
利
と
は
別
に
保
証

料
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

手�

数
料
／
取
扱
金
融
機
関
所
定
の
手
数
料
が
必

｢遺
言
の
日
」
記
念

相
続
問
題
電
話
法
律
相
談
会

　
埼
玉
弁
護
士
会
で
は
、4
月
15
日
の「
遺
言
の

日
」を
記
念
し
て
、遺
言
お
よ
び
相
続
に
関
す
る

無
料
の
電
話
法
律
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

日
4
月
16
日
㈯
午
後
1
時
～
4
時

　
（
受
付
は
3
時
30
分
ま
で
）

相
談
電
話
番
号

0
4
8
･
8
6
1
･
0
2
0
0

※
当
日
の
み
有
効

費
無
料（
通
話
料
は
自
己
負
担
）

問
埼
玉
弁
護
士
会
法
律
相
談
セ
ン
タ
ー

　
（

0
4
8
･
7
1
0
･
5
6
6
6
）

国
の
慰
霊
巡
拝
に
つ
い
て

　

厚
生
労
働
省
で
は
、戦
没
者
慰
霊
の
た
め
、

遺
族
を
主
体
と
し
た
慰
霊
巡
拝
を
実
施
し
て

い
ま
す
。

要
で
す
。

問
商
工
観
光
課（

内
線
4
5
2
）

ご
活
用
く
だ
さ
い
！

住
宅
改
修
資
金
補
助
制
度

　
町
で
は
、地
域
経
済
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、

町
内
の
住
宅
改
修
施
工
業
者
と
契
約
し
居
住
用

住
宅
の
改
修
を
行
う
際
、そ
の
費
用
の
一
部
を

補
助
し
ま
す
。

受
付
開
始
／
4
月
11
日
㈪
～

※ 

予
算
額
に
達
し
た
時
点
で
受
付
終
了
と
な
り

ま
す
。

対 

過
去
に
同
制
度
を
利
用
し
て
い
な
い
方
で
、

次
の
①
～
④
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
方

　
 

①
町
内
在
住
で
、町
の
住
民
基
本
台
帳
に
登

録
さ
れ
て
い
る
方
、②
対
象
と
な
る
住
宅
を

所
有
し
、か
つ
居
住
し
て
い
る
方
、③
町
税
等

の
滞
納
が
な
い
方
、④
対
象
と
な
る
改
修
工

事
に
つ
い
て
、ほ
か
の
補
助
制
度
を
受
け
て

い
な
い
方

対�

象
と
な
る
住
宅
／
次
の
①
～
③
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
建
築
物

　

 

①
個
人
住
宅（
自
己
の
居
住
用
の
建
築
物
）、

②
併
用
住
宅（
個
人
住
宅
と
店
舗
や
事
務
所

等
が
同
一
の
建
築
物
に
な
っ
て
い
る
場
合
の

居
住
用
部
分
の
み
）、③
集
合
住
宅（
ア
パ
ー

ト
等
の
所
有
者
の
自
己
居
住
部
分
の
み
）

対�

象
工
事
／
町
内
に
事
業
所
が
あ
る
施
工
業
者

が
行
う
、工
事
費
が
20
万
円
以
上（
消
費
税
お

よ
び
地
方
消
費
税
を
除
く
）で
、令
和
5
年
2

月
末
日
ま
で
に
完
了
す
る
住
宅
改
修
工
事
。

な
お
、交
付
決
定
後
30
日
以
内
に
着
工
で
き

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※ 

新
築
や
建
て
替
え
工
事
、補
助
金
交
付
決
定

通
知
以
前
に
着
手
し
た
工
事
等
は
対
象
外
と

な
り
ま
す
。詳
し
く
は
工
事
着
工
前
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

補�

助
金
額
／
改
修
工
事
に
要
し
た
費
用（
税
抜
）

の
う
ち
、10
％
に
相
当
す
る
金
額（
千
円
未
満

対
県
内
在
住
で
、戦
没
者
の
遺
族

費 

参
加
者
負
担
。所
要
額
の
お
お
む
ね
3
分
の

1
が
国
か
ら
補
助
さ
れ
ま
す
。

申 

問
県
社
会
福
祉
課

（

0
4
8
･
8
3
0
･
3
2
8
6
）

危
険
な
バ
ス
停
に
つ
い
て

情
報
提
供
を
お
願
い
し
ま
す

　
県
で
は
、横
断
歩
道
や
交
差
点
付
近
等
の
バ

ス
停
で
の
人
身
事
故
を
防
止
す
る
た
め
、地
域

住
民
の
皆
さ
ん
か
ら
情
報
を
募
集
し
て
い
ま

す
。
バ
ス
停
に
つ
い
て
、危
険
箇
所
な
ど
お
気

付
き
の
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、建
設
課
に
備

え
付
け
て
あ
る「
情
報
提
供
票
」に
ご
記
入
の
う

え
、同
課
へ
情
報
提
供
を
お
願
い
し
ま
す
。情
報

提
供
票
は
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
取
得

で
き
ま
す
。

問
建
設
課（

内
線
2
3
6
）

は
切
り
捨
て
）と
し
、20
万
円
を
上
限

申 

必
要
書
類
を
持
参
し
、商
工
観
光
課
へ
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

問
商
工
観
光
課（

内
線
4
5
2
）

お
出
か
け
く
だ
さ
い
！

か
わ
は
く
イ
ベ
ン
ト

光
る
！ 

泥
だ
ん
ご
づ
く
り 

日
4
月
16
日
㈯
午
後
1
時
30
分
～
3
時
30
分

場
講
座
室

対
小
学
3
年
生
以
上

定
15
人（
申
込
順
）

内 

粘
土
の
多
い
土
を
使
っ
て
、ピ
カ
ピ
カ
光
る

泥
だ
ん
ご
を
作
り
ま
す
。

費
3
0
0
円

申
事
前
に
、県
立
川
の
博
物
館
へ
。

掘
っ
て
、磨
い
て
、ゲ
ッ
ト
し
よ
う
！

私
だ
け
の
ケ
イ
ソ
ウ
キ
ー
ホ
ル
ダ
ー 

日 

4
月
24
日
㈰
①
午
前
11
時
～
正
午
、②
午
後

1
時
～
2
時
、③
午
後
3
時
～
4
時

場
ふ
れ
あ
い
ホ
ー
ル

定
各
回
10
人

内 
キ
ー
ホ
ル
ダ
ー
を
作
り
な
が
ら
、ケ
イ
ソ
ウ

に
つ
い
て
学
び
ま
す
。

費
4
0
0
円

共
通

入�

館
料
／
一
般
4
1
0
円
、高
校
生
以
上

2
0
0
円（
中
学
生
以
下
、障
害
者
手
帳
を
お

持
ち
の
方
と
そ
の
介
助
者
1
人
は
無
料
）

問
県
立
川
の
博
物
館（

5
8
1
･
7
3
3
3
）

募
集
し
ま
す
！

埼
玉
県
食
品
表
示
調
査
員

任
期
／
6
月
～
令
和
5
年
3
月

対
県
内
在
住
の
20
歳
以
上
の
方

定 

1
0
0
人（
選
考
に
よ
る
。5
月
末
ま
で
に
選

考
結
果
を
通
知
）

内 

日
頃
の
買
物
を
通
し
て
食
品
販
売
店
で
食
品

表
示
を
確
認
し
、定
期
的
に
県
に
報
告
し
て

い
た
だ
き
ま
す（
年
間
20
店
舗
程
度
）。

申 

4
月
18
日
㈪
必
着
で
、郵
便
、フ
ァ
ッ
ク
ス
、

県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
の
電
子
申
請
の
い
ず

れ
か
で
、①
氏
名（
フ
リ
ガ
ナ
）、②
住
所
、③

電
話
番
号
、④
年
齢
、⑤
職
業
、⑥
メ
ー
ル
ア

ド
レ
ス
、⑦
応
募
理
由（
１
０
０
字
程
度
）を

明
記
の
う
え
、県
農
産
物
安
全
課
へ
。

他 

年
間
の
活
動
に
応
じ
て
謝
金（
上
限
５
０
０

０
円
）が
支
払
わ
れ
ま
す（
調
査
で
の
交
通
費

等
支
給
な
し
）。

問 

県
農
産
物
安
全
課（
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高

砂
３
―
１５
―
１
、
０
４
８
･
８
３
０
･
４
１

１
０
、FAX
０
４
８
･
８
３
０
･
４
８
３
２
）

県
北
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー

出
張
法
律
相
談
会

日 

4
月
19
日
㈫
午
後
1
時
30
分
～
4
時
30
分

場
中
央
公
民
館
･
集
会
室

相
談
方
法
／
面
談
相
談（
1
組
1
時
間
）

※ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に

よ
り
、電
話
相
談
に
変
更
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

相�

談
内
容
／
相
続
、遺
言
、登
記
、債
務
整
理
、成

年
後
見
、不
動
産
の
名
義
変
更
等

費
無
料

予
約
専
用
電
話

0
4
8
･
8
3
8
･
7
4
7
2

問 

埼
玉
司
法
書
士
会

（

0
4
8
･
8
6
3
･
7
8
6
1
）

ご利用ください！
寄居町民ホール

　令和3年4月から中央公民館のホールが「寄居
町民ホール」と名称が変わり、主催者が入場料金
を徴収するコンサート・演劇等の有料興行や、関
連する物品等の販売もできるようになりました。
ホールを使ってのイベントをお考えの方は、寄居
町民ホールを利用してみませんか？
申  利用希望日の属する月の6カ月前の初日から20

日前までに中央公民館へ申請してください。
▶町民ホール概要
収容人数 572人

使用料金

午前（�9：00～12：00） 15,400円

午後（13：00～17：00） 20,600円

夜間（18：00～22：00） 25,700円

全日（� 9：00～22：00） 56,600円

※�新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、収容人数に
制限を設ける場合があります。
※�使用内容等により、使用料金が変更になる場合がありま
すので、詳しくは中央公民館へお問い合わせください。

問中央公民館( 581･2662)

551･0119火災（消防車出動）の問い合わせ581･2121（代表）寄居町役場
日時日 場所場 対象対 定員定 持ち物持 内容内 費用費 申し込み申 その他他 問い合わせ問
電話 メールHPホームページFAX ファックス


